
大田原市高齢者運転免許証自主返納推進事業 

※湯津上・黒羽支所では手続きできません 

以下の必要書類のうちいずれか 

・運転経歴証明書 

・申請による運転免許証の取消通知書及び本人確認書類（マイナンバーカード、保険証等） 

５年間の間を有効期間とし、以下の３つのバス（公共交通機関）に

ついて、無料で乗車できる乗車証と乗車券を交付します 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

① 大田原市営バス 

② 関東自動車路線バス（無料乗車対象路線・区間） 

③ デマンド交通バス（事前に予約が必要です） 
 

 

 

 

大田原市危機管理課地域安全係  

（大田原市役所本庁舎３階） 

※乗車証用の、顔写真を撮影します 

のでご本人様の来庁をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

  

対   象   者 

全ての運転免許証自主返納時において、

満６５歳以上の大田原市民の方 

（免許証を返納してから１年以内の方） 

支 援 の 内 容 

※ 申 請 先 

申請時に必要なもの 

乗車時の注意点 

すべてのバスの乗務員に無料乗車証を提示し、 

無料乗車券を１枚切り離して提出してください 

（無料乗車券は、有効期間内は追加発行します） 

大田原市役所危機管理課地域安全係  

☎０２８７－２３－９３０１ 


